
 

 

埼玉県立学校行政監察要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、埼玉県教育委員会行政監察要綱第１６条の規定に基づき、埼玉県

立学校の効果的な運営を図るとともに職員の服務規律の確保を図り、県民の期待に応

えるため実施する行政監察（以下「監察」という。）に関し、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 （監察の実施担当者） 

第２条 監察は、教育局県立学校部県立学校人事課の職員（以下「担当職員」という。）

が行う。 

 （監察の実施計画の策定） 

第３条 監察の実施計画は、毎年度策定するものとする。 

２ 監察の実施計画には、実施方針、実施内容、実施対象校、年間計画等を定めるもの

とする。 

 （監察の対象職員） 

第４条 監察は、県立学校のすべての職員を対象とする。 

 （監察の内容） 

第５条 監察の内容は、次のとおりとする。 

 (1) 事務効率化への取組 

 (2) 業務の運営管理・執行体制 

 (3) 県民サービス向上への取組 

 (4) 職場管理の状況 

 (5) 服務規律確保の状況 

 (6) その他行財政改革の推進及び監察の目的を達成するために必要な事項 

 （監察の方法) 

第６条 監察は、対象職員との面談又は関係書類の審査等により、実施するものとする。 

 （監察への協力） 

第７条 監察を受ける県立学校は、監察に協力しなければならない。 

 （監察結果の報告） 

第８条 各県立学校の監察結果は、担当職員が教育局県立学校部長（以下「県立学校部

長」という。）に報告するものとする。 

２ 県立学校部長は監察結果について、適宜、教育長に報告するものとする。 

 また、当該年度の監察終了後に監察結果全体をとりまとめて、教育長に報告 

 するものとする。 

  

 

 



  （監察実施の通知） 

第９条 監察の実施に当たっては、事前に実施対象校に通知するものとする。ただし、 

 緊急その他の理由がある場合は、この限りでない。 

 （監察資料の提出要求） 

第 10条 監察の実施に当たっては、事前に実施対象校から必要な書類等の提出を求める

ことができる。 

 （監察の講評等） 

第 11条 監察を実施したときは、担当職員は、その結果について実施対象校に対し、口

頭で講評するものとする。また、監察の実施により、改善又は是正を必要とする事項

があると認めるときは、県立学校部長から関係する学校及び課所室の長に対して通知

し、改善又は是正を求めるものとする。 

 （監察の結果の通知） 

第 12条 監察の結果については、各県立学校に通知するものとする。 

 （その他の監察の実施） 

第 13条 特に必要な場合には、実施計画に基づく監察とは別に臨時に監察を実施するこ

とができる。 

 （委任） 

第 14条 この要綱に定めるもののほか、監察に関し必要な事項は県立学校部長が定める。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１９年９月１日から施行する。 

２ 平成１９年度「学校訪問」指導実施計画は、この要綱により定めたものとする。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年１１月１１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

  

 

 

 

 

 


